
P7・P8編集・安佐北区役所区政調整課P7・P8編集・安佐北区役所区政調整課
〒731-0292 安佐北区可部四丁目13-13
☎819-3903　F815-3906

広島市安佐北区役所 検索

区報あさきた
2.1号 安佐北区の人口／ 142,518人（1,428人減）安佐北区の人口／ 142,518人（1,428人減）安佐北区の人口／ 142,518 （1,428人減）

安佐北区の世帯数／ 65,981世帯（9世帯増）65,981世
令和2年12月末現在（前年同月比）

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/asakitaku/

検索
/site/asakitaku/

　区は地域の特性を生かした個性豊かなまちづ
くりなど、地域の魅力向上につながる住民主体
の活動を支援しています。
　今回は“まるごと元気”地域コミュニティ活性
化事業の補助金を受け、耕作放棄地を活用して
地域の活性化に取り組む団体を紹介します。
問地域起こし推進課（☎819-3904、F815-3906）

　区では、農業従事者の高齢化が進み、耕作放棄
地の増加が大きな地域課題となっています。
  こうした中、安佐町久地魚

うおきり

切自治会では、昨年
から「“まるごと元気”地域コミュニティ活性化
事業補助金」を活用し、耕作放棄地を借り上げ、
住民が共同で花を育てたり野菜を栽培・収穫し
たりする取り組みを始めました。

耕作放棄地を
季節ごとに楽しめる場所に

　まず、春に耕作放棄地を耕します。ジャガイモ
やトウモロコシ、サツマイモを植え、鳥獣対策用

の電気柵も設置しました。夏にはジャガイモや
トウモロコシが実りの時期を迎えます。景観を
回復させるために車道近くに植えたヒマワリが
たくさん咲き誇り、近くの幼稚園児がバスで見
学に来てくれました。秋に
はサツマイモの収穫祭（右
写真）を行い、自治会内だけ
でなく近隣団地からも参
加者があり、みんなで秋の
実りを味わいながら、住民
同士の交流を図ることが
できました。

住民の共同作業で地域の活性化を

　同自治会の政
ま さ だ

田会長（左
写真）は「耕作面積はまだ約
1,300㎡ですが、これからも
放棄された田畑を蘇らせて
景観を回復させたい。子ども

からお年寄りまで、住民が共同作業を行いなが
ら触れ合うことで、地域のコミュニティを活性
化させ、住みたいと思う地域にしていければと
思います。今後は野菜の収穫量を増やし、町内会
や近隣住民に販売して継続
的な活動を目指したいです
ね」と地域の未来に対する大
きなビジョンを語ります。

　今回、同自治会で活用された「“まるごと
元気”地域コミュニティ活性化事業補助
金」は、町内会（自治会）、社会福祉協議会、
子ども会が行う、地域の活性化につながる
新たな取り組みに対する補助金で、地域の
前向きな思いを形にするきっかけづくり
に最適です。
　詳しくは下記をご覧の上、お気軽にご相
談ください。

地域課題を解決する
まちづくり

第36回安佐北区ふれあいマラソン大会
中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今年度の安佐北区ふれあいマラソン大会を中止します。楽しみ
にされていた皆さんには大変申し訳ありませんが、ご理解くださいますようよろしくお願いします。
問大和興産安佐北区スポーツセンター（☎843-4999、Ｆ843-4998）

① 区の魅力と活力向上推進事業
対３人以上で構成する団体が、下のいずれかのテーマに沿い、３年以上継続的に行う区内でのまちづくり活動
●都市圏北部の拠点として、活力にあふれるまちづくり
●支え合いの心を育み、住み続けられるまちづくり
●自然や歴史、伝統文化など地域資源を生かしたまちづくり

補助年度 対象経費に
対する補助率 補助限度額

初年度 ３分の２以内 100万円
２年度目 ２分の１以内  70万円
３年度目 ３分の１以内  35万円

② “まるごと元気”　地域コミュニティ活性化事業
対町内会・自治会、子ども会または社会福祉協議会が、新たに主体的・継続的に行う以下の活動
A地域活性化プラン作成　　B空き家などを活用した交流拠点づくり　　C空き地を活用した菜園・花壇づくり
Dプラチナ世代（おおむね55歳以上）・リタイア世代などの地域デビュー支援
E交流拠点でのネットスーパー利用の環境づくり　　F住民勉強会の開催　　G他の地域などとの交流を図る活動の実施
H子どもたちの思い出づくりの取り組み　　　　　　Iその他地域の活性化に役立つ地域独自の取り組み

活動 補助年度 対象経費に
対する補助率

補助
限度額

A・B（一括補助） 全額 50万円

C～I

初年度 全額 10万円
２年度目 ５分の４以内 ８万円
３年度目 ５分の３以内 ６万円
４年度目 ５分の２以内 ４万円
５年度目 ５分の１以内 ２万円

令和３年度の補助金交付申請を受け付けます
〈①の補助内容〉

〈②の補助内容〉

●みどりの恵みが実るまちづくり
●安全で災害に強いまちづくり

③ 中山間地域お宝資源掘り起こし事業
【補助対象地域】 中山間地域（詳しくはお問い合わせください）
【補助対象者】 農林漁業者３人以上で構成される地域団体な　

　ど

【補助対象】農林水産物などの資源を活用した新たなビジネスにつながる活動
【補助条件】補助終了年度から起算して、３年間実績報告を行うとともに、HPなどでの第三者への情報発信を積極的に行うこと 補助年度 対象経費に

対する補助率 補助限度額
初年度 １分の１以内 100万円
２年度目 ３分の２以内  70万円
３年度目 ２分の１以内  50万円

〈③の補助内容〉

　所定の新規・継続申請書（事業計画書、収支予算書な　
　ど）を、２月①19日㈮、②26日㈮ま

でに地域起こし推進課（☎819-3904、F815-3906）へ。③は12日㈮（必着）までに農林課（☎819-3932、F819-3885）へ　※申請
書類や応募の手引きは、区役所や、区内公民館（①・②のみ）で配布しています

応募方法・問い合わせ先


